
6年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 7年１月 ２月 ３月

固 定 資 産 税
前納
１期

２期 ３期 ４期

（都市計画税） 5月31日 7月31日 10月31日 1月6日

市 県 民 税
前納
１期

２期 ３期 ４期

（ 普 通 徴 収 ） 7月1日 9月2日 12月2日 1月31日

全期

5月31日

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 １０期

7月1日 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 1月6日 1月31日 2月28日 3月31日

◇納期限内に納付がなく督促状を送付した場合は、督促手数料を徴収します。また、延滞金が加算されますので、忘れ

　ずに納期限内に納めましょう。

◇口座振替をご利用の方は、上記期日に指定の口座より振替えられます。なお、領収書は発行いたしませんので、通帳

　への記帳で振替の確認をお願いします。

◇バーコードの印字のある納付書は、全国のコンビニエンスストア等でお支払いできます。

◇ｅＬマークの印字のある納付書は、お支払いが便利・簡単になります。

納税に関すること　　　（納税推進室）　　　　　５５１－０１０７
固定資産税に関すること（資産税係）　　　　　　５５１－０１０５
市民税、国民健康保険税、軽自動車税に関すること　　　　
　　　　　　　　　　　（市民税係）　　　　　　５５１－０１０６　　

栗東市役所　　（０７７）５５３－１２３４（代表）

令　和　6　年　度　　　市　税　　　納　期　一　覧　表

軽 自 動 車 税

国民健康保険税

税金についてのお問い合わせ先

栗　　　　　東　　　　　市


